
積算内訳書における労務費等の内訳明示について（試行） 

 

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成 12 年法律第 127 号。以下「入契法」という｡)

が改正(R7 年 12 月 12 日施行)され、積算内訳書における労務費等の内訳明示が義務化されました。 

つきましては、本市発注工事においても、令和 8年 4月 1日から以下のとおり試行運用を行います。 

 

１．概要 

・現在、本市が発注する建設工事に係る競争入札に参加しようとする者は、入札書提出時に「積算

内訳書」を提出する必要があります。 

・入契法の改正に伴い、『法定福利費の事業主負担分』に加え、新たに 『材料費』、『労務費』、『建

退共制度の掛金』及び『安全衛生経費』 の 4項目を「積算内訳書」に内訳明示する必要がありま

す。（計５項目を内訳書内に追加する。） 

※令和 7 年度まで『法定福利費の事業主負担分』は、「積算内訳書」の枠外に項目欄を設けていました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．対象 

・令和 8年 4月 1日以降に入札公告又は指名通知を行う全ての工事から試行運用する予定です。 

（１）試行運用の期間は 1年間を予定しています。 

（２）『材料費』、『労務費』、『法定福利費の事業主負担分』、『建退共制度の掛金』及び『安全衛生

経費』の 5項目が内訳明示されなかった場合、試行運用の期間は入札無効としません。 

（３）随意契約により発注する工事は対象外です。 

＜参考＞積算内訳書 項目追加様式 ※国交省の資料を引用。 
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